
令和５年度社会福祉法人指導監査実施計画 

１. 指導監査の実施方針

(1)指導監査の実施

(ア)指導監査は「一般監査」と「特別監査」に分けて実施する。また、必要に応

じて、随時確認の調査を実施する。

(イ)一般監査は「実地監査」とし、以下のいずれも満たす法人については、一般

監査を３箇年に１回実施する。

①法人の運営について、法令及び通知等（法人に係るものに限る。）に照

らし、特に大きな問題が認められないこと。

②法人が経営する施設及び法人の行う事業について、施設基準、運営費

並びに報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。

なお、法人に対する一般監査と施設監査との実施周期が異なる場合におい

て、これらの監査を併せて実施することが効率的かつ効果的であると認めら

れるときは、３箇年に１回を超えない範囲で実施する。 

(ウ)特別監査は、運営等に問題を有する法人を対象に特定の事項について、随時

実施する。

(2)指導事項に対する是正・改善等の措置

(ア)指導事項に対する是正・改善の状況について期限を付して、改善が着実に図

られることが確認できる内容の報告を求める。

 また、当該年度中に解決が困難な事項については、関係市の事業主管課と

連携し年次改善計画を樹立させる等確実に解決するよう継続的に指導する。 

 なお、経理事務処理について継続して問題がある法人及び新設法人に対し

ては、社会福祉法人会計に精通した会計専門の者を関与させ、適切な指導・

助言を行うことができることとする。 

（イ）指摘事項などについては、継続的な指導を行う中で法人の自主的な改善を

求めるが、必要がある場合は改善状況の確認のため再調査を実施する。 

(ウ)一般監査において指摘された事項の改善措置が図られない場合、又は特別監

査の結果著しく不適切な運営が行われていることが確認できた場合は、社会

福祉法及び関係通知に基づき、また、関係する市と連携し、当該法人の状況

に応じた適切な措置を講じる。

２. 指導監査の主眼事項及び着眼点

「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」別紙「指導監査ガイドライン」

のとおり。 



 

３. 指導監査の重点事項 

(1) 前回指導監査において、指摘された事項について適切に改善されているか。 

(2) 理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員の適格性及び構成、選任手続きは 

適正であるか。 

(3) 理事会、評議員会において決議すべき事項が決議されているか。 

(4) 会計の管理に関する内部牽制体制が機能しているか。 

(5) 会計処理が適切に行われているか。 

（ア）決算処理及び決算関係書類の作成は正確か。 

（イ）現金預金の保管及び残高管理は、安全確実に行われているか。 

（ウ）収入金は、金額の確認を行い遅滞なく金融機関に入金処理されているか。 

（エ）支出内容について、業務関連性が不明なものはないか。 

（オ）仮勘定、経過勘定、雑勘定科目の処理は、適切に行われているか。 

（カ）会計証憑は整理して保管されているか。 

（キ）資産の管理は、適切に行われているか。 

（ク）入所者預り金の管理は、適切に行われているか。 

(6) 契約事務が適切に行われているか。 

(7) 役員等報酬の支給の基準、定款、計算書類、役員等名簿、現況報告書等をホーム

ページ等で公表しているか。 

(8) 社会福祉充実計画に従い事業が行われているか。（所轄庁の承認を経ているか、

実績を法人のホームページ等において公表しているか。） 


